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（別記第２号様式） 

（仮称）北 海 道こども基本条例（素案）に つ い て の 意 見 募 集 結 果 

               

年  月  日 

 

 

   北海道こども基本条例（素案）について、道民意見提出手続により、道民の皆様からご意見を

募集したところ、 １１０人（こどもを含む。）、１１７団体から、延べ３７１件（案と直接関係

がない意見３件を含む。）のご意見が寄せられました。 

   ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。 

 

    ※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅰ総則 目的関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

目的を読むと、道の責務と保護者、学校関係

者等、事業者、こども・子育て支援団体等及
び道民の役割を並列に置いている、これは、
子どもの健全育成条例的考え方です。 
東京都こども条例では、第 4条以下 17条まで、
全て主語は「都は」になっていて責務を明確
に示している。こどもが安心して学び、育つ
ことができる環境整備に努めるのは国や自治
体の責務ではありませんか。現状認識の上に
立った書き方に改めるべきで「道の責務を明
らかにし、道の施策の基本になる事項を定め
る。その上で、保護者、学校関係者等、事業

者、こども・子育て支援団体等及び道民の連
携、協働により、こどもが将来にわたって幸
福な生活を送ることができる社会の実現を目
指すことを目的とする。」といった書き方に
すべきです。 

道は、こどもの権利並びに社会全体で子ども

を支える取組を推進するという基本理念にの
っとり、こども施策を総合的かつ計画的に策
定し及び実施する責務を有することとしてお
り、事業者やこども・子育て支援団体等と連
携協力し、こどもが将来に渡って幸福な生活
を送ることができる社会の実現を目指してま
いります。 
 

 Ｄ 

子どもの権利の視点がぼんやりしているの
で、きちんと前面にだすことがこどもの幸せ
につながると思います。 
 

 
 

（類似する意見が他に１件） 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ
制定することとしています。 

 Ｃ 

   
 
 
 
 
 

区分 意 見 等 の 反 映 状 況 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

 Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

 Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

 Ｄ 案に取り入れなかったもの 

 Ｅ 案の内容についての質問等 

【未定稿】 資料１－１ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

条例の主体が道であることを鮮明にすべき。
道民の役割を謳うのであれば、素案の段階か

ら保護者を含めて、支援団体や専門家中での
議論をもっとする必要がある。 
 

            （類似する意見が他に１件） 

令和４年にこども基本法が制定されて以降、
本条例の検討に当たっては、子育て支援団体

や有識者など様々な関係者に参画いただき、
審議会（各部会）において議論を進めてきた
ところです。 

 Ｅ 

目的の前に、北海道のこどもの状況やなぜ条
例をつくるのかを書いてほしい。道の責務の
他に役割もあると思う。 

 

条例の構成については、法制上の考え方に基
づいて取り扱うこととしています。なお、道
の役割については、11 以降に規定しています。 

 Ｃ 

以下を削除した方が望ましいと思います。 

「並びに保護者、学校関係者等、事業者、こ
ども・子育て支援団体等及び道民の役割」道
が保護者や道民等に役割を課すような条例を
制定することは、道の責任を曖昧にするとと
もに道民への周知に満足な期間を担保してい
ない状況では議論もできず拙速と考えるため
です。            

 （類似する意見が他に１件） 

本条例に基づき、道はもとより、全ての関係

者とともに条例の目的達成に向けて取り組ん
でまいります。 

  

Ｄ 

条例の目的として、子どもの権利保障（権利
の擁護）を明確に示すべきだと考えます。「こ
ども基本法」では、「権利の擁護」を図るた

めの「国の責務」を定めています。「こども
基本法」の一部を引用しながら、子どもの権
利保障を掲げた前段部分を無視することは不
適切ではないか。また、道の条例案は、道の
責務と並列して、保護者や子ども支援団体等、
道民の役割を示しているが、道の責務を相対
的に小さくすることが懸念される。子どもの
権利を保障する社会の実現を目指す上での道
の責務を明確に示すべきではないか。 

本条例は、こども基本法のもと、道が取り組
むこども施策の方向性を規定しており、本条
例に基づき、道はもとより、全ての関係者と

ともにこどもが将来にわたって幸福な生活を
送ることができる社会の実現に向けて取り組
んでまいります。 

  

Ｂ 

条例制定の「目的」を、「道の責務」と「保

護者・学校関係者」等の「役割を明らかにす
る」ことしていますが、「保護者・学校関係
者」等の「役割」は、変化していくものであ
り、「努力規定」であるにしても条例で規定
してしまうことは、適切ではないと考えます。 

この条項に限らず、道民の権利義務等に直接

関わる条例については、条例の適時性を確保
するため、５年ごとに条例を見直す趣旨の規
定を設定することとされており、本条例にお
いてもこうした規定を設ける予定としており
ます。 

 Ｃ 

「並びに保護者、学校関係者等、事業者、こ
ども・子育て支援団体等及び道民の役割」の
文章は削除したほうが良いと思います。子ど
もの権利について知らない人たちが多い中、
説明責任も果たしていないのに、すでに役割

がある状態は順番がおかしいと思います。ま
ず、この方々にしっかり伝えて理解するまで
を道の責任とすることを目的にして欲しいで
す。 

道は、こどもの権利を尊重し、擁護するため、
この条例、法及び児童の権利に関する条約の
趣旨及び内容について広報活動等を通じて道
民に周知を図り、その理解を得るよう努めま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

この基本条例は誰が、誰の為に条例を作って
いるのが見えません。 

子どもの権利を保障し、子どもの成長発達を
保障するという目的が曖昧です。なぜでしょ
うか？言い換えると、道の政策が曖昧であり、
各行政市町村は何をするべきかが、述べられ
ていないことがあいまいさの原因です。 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ

策定することとし、子どもの意見表明等の機
会の確保を盛り込んでいます。その具体的な
取組については（仮称）北海道こども計画に
記載し、こどもたちが意見表明機会の確保な
どを実感できる環境づくりに取り組んでまい
ります。 

 Ｂ 

「子どもの権利」を中心とした社会づくりの
大きな画期として，この子ども基本条例が作
られるのであれば、まず、この「子どもの権

利」というものを大きく掲げて、国はそれを
もって新しく社会づくりをしていくのだと強
く打ち出すものであるべきです。素案の目的
には，その最も大事で新しい「子どもの権利」
という言葉は表記されておらず、それが｢基本
理念｣という言葉でしめされているのは，何が
特殊性なのかまた何が新しいのか曖昧で、わ
かりにくいです。これまでも子どものことは
憲法に則ってやってきたのは自明であって、
しかし、今その上で更に，こと｢子どもの権利｣
に則って社会づくりすることが強調されるべ

きではないでしょうか。 

条例の制定により、子ども施策を総合的に推
進し、本道の子どもたちが将来に渡って幸せ
な生活を送ることができる社会の実現を目指

すという、道の基本的方向性を、道民の皆様
に分かりやすいメッセージとして発信してい
く必要があると考えております。 

 Ｂ 

 

【Ⅰ総則 定義関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「子ども」の定義として、子どもの権利条約
では「児童とは18歳未満のすべての者をいう」
と定義していることからも、国際的基準も明
記した方がよいと思います。「18 歳未満およ
び心身の発達の過程にあるもの」として下さ

い。 

こども基本法では、「こども」とは「心身の
発達の過程にある者」とされています。 

 Ｃ 

「監護」という語は子どもを育むという視点
から「養育」と変更するのが望ましいと考え
ます。 
「生活の場を与えて」はいかにも子どもを見
下すよう印象づける語なので「用意して」に
変更するが望ましいと考えます。 
 

 
 

（類似する意見が他に３件） 

「監護」については、児童福祉法を根拠とし
て記載しています。 
ご意見を踏まえ、条例案に反映してまいりま
す。 

 Ａ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

この素案で示されているこどもの定義につい
て、心身の発達の過程にある者とされている

が、「発達」とは生まれてから死ぬまで続く
ものであり、こどもの定義としては不明瞭な
ものである。そのため以降のすべての項目に
ついて、誰のために設定されたものなのか不
明瞭になっており、条例として意味をなさな
いものとなっているのではないか。 

（類似する意見が他に３件） 

本条例については、こども基本法と同様に心
身の発達の過程にある者としています。 

 Ｃ 

２定義(2)① ③の主語はこどもで、②は保護
者と思われるので区別して表現しては如何で
しょうか。 

ユニセフのこどもの権利条約ではこどもは保
護の客体だけではなく権利の主体であると記
載されています。②は間接的にこどもへの支
援になりますが、保護者の支援の記載であり
①③とはやや意味合いが違うように感じま
す。 

こども施策の定義については、こども基本法
を根拠としていることから、原案のとおりと
させていただきます。 

 Ｂ 

学校⇒１条校のみならず、学校の種類で差別
されることがないようにインターナショナル
スクールや朝鮮学校など各種学校も学校と位
置づけるべき 

条例における学校教育法に第１条に規定する
学校のほか、児童福祉法第７条第１項に規定
する社会福祉施設その他これらに類する施設
としているとことです。 

 Ｃ 

 

【Ⅰ総則 基本理念関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

SOGI の視点は必要でしょう。 本条例の制定により、本道の全ての子どもた
ちが、置かれた環境に関わらず、健やかに成
長でき、誰もが安心して子育てができるよう、
検討を進めてまいります。 

 Ｂ 

「全てのこどもについて、その年齢及び発達

の程度に応じて自己に直接関係する全ての事
項に関して意見を表明する機会及び多様な社
会的活動に参画する機会を確保されること」
とされているが、地域社会・学校・家庭など
では、おとなにとって都合の良い場面でしか
意見を求められないことや、形式的に聞くの
みでその後の変化や影響力に及ばないことが
おおいにある。子どもの生活にとってその置
かれている環境・状況がいかなるものなのか
を真摯に向い合い聞くべきである。その具体
策については、「（仮称）北海道こども計画

素案」にも書き込むべきと考える。 
 
 

（類似する意見が他に１９件） 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基

本理念として規定するこども基本法を踏まえ
制定することとし、子どもの意見表明等の機
会の確保を盛り込んでいます。その具体的な
取組については（仮称）北海道こども計画に
記載し、こどもたちが意見表明機会の確保な
どを実感できる環境づくりに取り組んでまい
ります。 

 Ｂ 
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３ 基本理念 
（３）教育基本法の精神とは、具体的にどの
部分を指すのか。 

（４）「～優先して考慮」→優先するに変え
た方がよい。 

児童の権利条約の趣旨を踏まえ制定されたこ
ども基本法を参考としており、こどもの成長
を支えることを定めたものです。 

 Ｄ 

こどもの権利保障の施策がいいのでは 
  

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ
制定することとし、子どもの意見表明の機会
の確保等を盛り込んでいます。 

 Ｂ 

国や道、市がこどもの権利保障をきちんと打

ち出してほしいです。今の子どもたちがどん
なに権利を保障されていないのか、この現実
を変えていくのは国や道が率先して子どもた
ちを守ってほしいと思います。 

こどもの権利の理解度等の向上については、

（仮称）北海道こども計画に盛り込むことと
しています。 

 Ｃ 

「（仮称）北海道こども計画素案」には、子
どもが自分の環境について自由に意見を言
え、それが改善につながる仕組みを取り入れ
るべきです。 

子どもが意見を表明する機会が形だけのもの
になり、大人の都合が優先されることが多い
です。そのため、子どもの声がしっかり受け
止められず、環境の改善につながっていませ
ん。 
子どもの意見を大切にし、それを実際に活か
せる仕組みを作ることが必要です。 

条例の12においてこども施策に対するこども
等の意見反映を盛り込んでいます。 

 Ｂ 

３基本理念（１）差別的取り扱いを受けるこ
とがない、について 
日本国に居住する子どもで、国籍や出自を問
わないグローバルな観点での基本的人権保障
が必要であることから、具体的な差別要件を
記したほうが分かりやすいと考える。 

本条例は、児童の権利条約の差別の禁止の趣
旨などを基本理念として規定するこども基本
法を踏まえ制定することとしています。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

３ 基本理念 
（２）「適切に養育されること」の「適切に」

を削除することを望みます。 
誰にとって「適切」であるかはっきりせず、
どんなことを示すのか不明です。 
ここは「人格の完成を目指し」という教育基
本法の教育の目的を引用した方が、方向性が
明確になります。 
（２）「教育基本法の精神にのっとり」の削
除を望みます。教育基本法のどこが重要なの
か曖昧で不明なため、「高等教育も含め、誰
もが十分に」とした方が、教育の機会均等の
精神がより明確になると考えます。 

（３）「自己に直接に関係する全ての事項に
関して」の「直接に」を削除することを望み
ます。直接関与しないという理由で子どもの
意見表明を妨げる可能性を残すからです。 
（３）「意見を表明する機会」の「意見を表
明する」は自主的・自発的に意見を述べるこ
とができることを前提としていると受け取ら
れるので、様々な状況に置かれた子どもの状
況を考え「意見を聴かれる」と変更すべきで
す。 
（４）「優先して考慮すること」の「考慮す

る」は、実施することを必ずしも前提としな
い語と解されるので「実施する」「施策化す
る」などに変更し、道の意図を明確にすべき
です。 
（５）誰が主体的に何をするかが不明な条文
のため、次のように主語を明確化します。ま
た、「保護者、学校等関係者等、事業者、こ

ども・子育て支援団体等及び道民が」の部分
は道民に新たな負担を強いるものと解される
ので次のように文言変更するのが望ましいと
考えます。 

「道は、国や市町村等と連携・協力して、社
会全体でこどもの成長を支えるための取り組
みを推進する。」 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ

制定することとしています。 
様々な主体が相互に連携し社会全体でこども
の成長を支えていくことが重要であると考え
ております。 

 Ｄ 

３基本理念（２）教育基本法の精神にのっと
り、について 
改正教育基本法の内容では、子どもへの期待
や縛りが多すぎる。よって精神的な縛りが必
要なら、日本国憲法の精神にのっとり、とし

たほうが良いと考える 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ
制定することとしています。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

３ 基本理念 
（１）から（４）までは国のこども基本法（以

下、「法」）の「基本理念」をなぞっていて、
法の五と六が条例素案の（５）にあたるよう
ですが、法では「父母その他の保護者が第一
義的責任を有するとの認識」に立ってそのよ
うな家庭が社会から「十分支援」されること、
子育て家庭が子育てに夢を持ち子育てに喜び
とともに携われるような社会環境の整備が、
理念として謳われていますが、道の素案では
そこがすっぽりと抜け落ちているように感じ
ました。今日の子育ての困難さは、子育てに
ついての家庭の“自己責任”に比重が置かれ

過ぎていることにも起因しているということ
が広く知られているからこそ、法の基本理念
に「子育ての喜びを実感できるような環境整
備こそが社会の責任である」ということが謳
われていると思います。２の（３）の「保護
者」の定義に「こどもを」「監護する者」と
いう表現が使われていて、こどもを育てる家
庭をまるごと育て見守るような社会の実現へ
という理念からさらに遠ざかっている印象を
受けます。保護者や家庭が安心して子育てに
向き合えるよう支援することが社会の責務で

あることを明記してください。 

保護者の定義については、児童福祉法に準拠
しています。 

また、子育て世帯への支援については、少子
化条例と合わせて推進します。 

 Ｃ 

北海道子ども条例は人権尊重を根底において
制定し、すすめられることを期待します。 
「人権」は、子ども自身も理解し、尊重しあ
い成長できるような具体策がほしいです。   
                       

15（2）に同様の趣旨を規定しています。 
 

 Ｂ 

３基本理念（１）差別的取り扱いを受けない

ことについて 
「すべての子どもについて個人として尊重

され、その基本的人権が保障されるとともに
差別的取り扱いを受けることがないように」
とされていますが現状「高校授業料無償化」
制度から朝鮮学校が除外されており、在日朝
鮮人に対するヘイトスピーチも後を絶たな
い。さまざまなルーツをもつ子どもたちが日
本全国に存在している状況の中でさまざまな
差別の報告も多くなっています。日本に住む
すべての子どもたちが差別されない施策を進

めることを強く求めます。                 
          

3（1）に同様の趣旨を規定しています。 

 Ｂ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

こどもの基本法を踏まえた規定だが、「１目
的」として子どもの権利保障を明示しなけれ

ば、子ども関連施策を実施する際の留意事項
にとどまり、子どもの権利保障に向けた施策
の推進に繋がらないのではないか。          

本条例に基づき、道はもとより、全ての関係
者とともに条例の目的達成に向けて取り組ん

でまいります。 
 

 Ｄ 

日本国に居住する子どもで、国籍や出自を問
わないグローバルな観点での基本的人権保障
が必要であることから、具体的な差別要件を
記したほうが分かりやすいと考える。       
   

本条例は、児童の権利条約の差別の禁止の趣
旨などを基本理念として規定するこども基本
法を踏まえ策定することとしています。     

 Ｃ 

「全てのこどもについて、その年齢及び発達
の程度に応じて自己に直接関係する全ての事
項に関して意見を表明する機会及び多様な社
会的活動に参画する機会を確保されること」

とされていますが、地域社会・学校・家庭な
どでは、大人にとって都合の良い場面でしか
意見を求められないことや、形式的に聞くの
みで、その後に変化や影響力が及ばないこと
がおおいにあります。子どもの生活にとって
そのおかれている環境・状況がいかなるもの

なのかを真摯に向き合い聞くべきです。その
具体策について、「（仮称）北海道こども計
画素案」にも書き込むべきと考えます。日弁
連は、虐待、いじめ、体罰など個別の分野ご
との相談機関ではなく子どもの権利全般につ
いて包括的に相談を受けることのできる擁護
体制を求めています。すでに約 50 の自治体が
設置しており好事例などに学びながら北海道
にも設置をすべきです。 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ
策定することとし、子どもの意見表明等の機
会の確保を盛り込んでいます。その具体的な

取組については（仮称）北海道こども計画に
記載し、こどもたちが意見表明機会の確保な
どを実感できる環境づくりに取り組んでまい
ります。 
・相談救済機関や第三者機関については、国
は、全国の自治体を対象とした調査を実施し

ているところであり、道としては、その結果
や調査を踏まえた国の方針などのほか、他県
における権利擁護の取組や活動実態、既存の
相談救済機関との役割分担等について、情報
収集した上で、広域な本道における権利擁護
のあり方を審議会などの場で議論してまいり
ます。 

 Ｂ 

 

【Ⅰ総則 責務・役割関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

道は、３に定める基本理念（以下「基本理念」
という。）にのっとり、こども施策を総合的
かつ計画的に実施する責務を有する。」部分
について→「子どもの権利を尊重し、あらゆ
る施策を通じて、子どもの権利保障に努めま
す」を付加してください。                  

 

本条例に基づき、こどもの権利の周知及び擁
護に取り組みます。 
 

 Ｄ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（５）国、道、・・・・・・社会全体で子ど
もの権利保障に努める。 

子どもの権利の広報、普及に努める。保護者、
学校、子どもに関わる施設など子どもの権利
について学び、子どもの権利を尊重すること
を実践出来るよう支援する。      

本条例に基づき、道はもとより、全ての関係
者とともに条例の目的達成に向けて取り組ん

でまいります。 
 

 Ｄ 

子どもの権利条約は「児童の発達のための施
設、設備及び役務の提供をする」とあります。
これこそが行政の責務です。  
「児童の発達のための施設、設備及び役務の
提供をする」の挿入を求めます。 

                            

「児童の発達のための施設、設備及び役務の
提供をする」ことは、こども施策に含まれる
ものであり、４において道の責務として、こ
ども施策を実施することとしています。 
 

 Ｃ 

５． 「道の責務」に関して、基本理念に則っ
た子ども施策は、国の施策も重要となること
から、「国に対して本道の要望・提言や子ど
も・若者の意見を積極的に発信する」旨も「道
の責務」として位置づける記述にすべきと考

えます。                            
 

３（５）において国との連携について規定し
ています。 

 Ｃ 

保護者、学校関係者、事業者が役割を果たす
にあたり、道からの適当な援助、支援が受け
られることを盛り込んだ方がよい。 
 

（類似する意見が他に１件） 

条例に規定する事項の具体化については、
（仮称）北海道こども計画に盛り込むほか関
係部局と連携して推進してまいります。 

 Ｃ 

「保護者またはそれに代わる人について」と
小題の変更を求めます。 
道が保護者の役割を規定することは家庭への
介入と捉えられ適当ではないと考えます。 
条文は「道は、保護者が子どもの健やかな

成長及び発達並びにその自立を図るよう適切
に支援する。」とした方が道の役割が明確に
なって望ましいと考えます。「基本理念にの
っとり」「こどもが生活のために必要な習慣
を身につけられるようにするとともに、自立

心を育成し」は家庭からすれば差し出がまし
い文言で、家庭教育への行政の介入と捉えら
れるので削除すべきです。                  

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ
制定することとしています。 
 

 Ｃ 

インターネットやオンラインゲーム、SNS での
トラブル多発に鑑み、素案の中の保護者の役
割に関する内容について具体的な項目を立て
ていただきたい。『保護者は、こどもが生活
のために必要な習慣を身に付けられるように
する』という内容中にインターネットや SNS

使用に関して保護者は監督する責任を要する
などの具体策を盛り込んでいただきたい。   
                       

具体的な取組については、策定中の（仮称）
北海道こども計画に盛り込むこととしていま
す。 
 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子どもをしつけの対象と見なしています。子
どもの権利条約では、子どもを権利の主体と

して位置づけています。「保護者は」の次に
「児童の養育及び発達についての第一義的な
責任を有する」の挿入を求めます。 

 

本条例は、こども基本法を踏まえ、制定して
います。 

 

 Ｃ 

条例案は、子どもを教育・しつけの対象とし
て捉える従来型の子ども観に基づいて策定さ
れていないか。また、子ども支援の実践（特
に、条例案にある居場所づくり、困難を抱え

た子どもの支援）において、行政の施策が不
足する中で民間団体が果たしてきた役割を正
当に評価するならば、行政の「こども施策に
協力する」ことを努力義務とするのではなく、
「道及び都道府県はこども・子育て支援団体

の活動を支援する」と規定するべきではない
か。 
 
なお、子どもの権利条約では、保護者に育て
られる子どもの権利とそれを保障する親の責
任、政府の役割を規定している。子どもの権

利が守られるためには保護者や支援者の役割
が重要であり、それを支え、子どもが育つ環
境を整備する行政の役割を、条例においても
明確に示すべきではないか。              
 

本条例では、保護者、支援者（学校等のほか）
の役割を規定したほか、社会全体でこどもを
支えることとしています。 
 

 Ｃ 

この部分をそのまま削除したほうが良いと思
います。 
現代社会において、保護者の役割を明記する
つもりでいることに驚いています。子どもの

権利について不十分な教育しか受けていない
世代です。子どもが子どものまま子育てして
いると言っても過言じゃない世代に、役割を
明記したとて逆効果です。より躾に厳しくな
り、より人目を気にするようになり、子ども
の問題はより家庭内に隠蔽され、そのストレ
スからより子どもは学校で人をいじめます。
保護者の責任を問いたい行政の気持ちも分か
らなくもないですが、自分（行政）のために
も削除することを強くお勧めします。 

保護者の役割については、児童の権利条約や
児童福祉法等を踏まえ規定しています。 

 Ｄ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

保護者、学校関係者、事業者、子ども・子育
て支援団体、道民のいずれにおいても、多く

の子どもたちとのかかわりをもったり、家庭
環境が厳しいなど権利が十分保障されていな
い子どもの事情に詳しい人々も増えつつあ
る。こども基本法との関連もあるが、これら
の人々の提言を常に活用するくらいでない
と、多様化、複雑化する子ども支援のニーズ
には応えられないのではないか。よって、こ
れらの人々について道は「協働」の姿勢で関
わることを強調してほしい。 

                            

本条例に基づき設置する北海道こども施策審
議会において、こどもに係る専門家やこども

・保護者などから施策に対する意見をいただ
くほか、分野ごとに部会を設けることとして
います。 

 Ｂ 

「学校等におけるこどもの安全を確保すると
ともに、こどもが安心して学び、および育つ
ことができる環境の整備に努めるものとす
る」とあるが、学校は、「学習指導要領」が
内容、標準授業時数ともに過去最大量となっ
ているとともに次から次へと押し寄せる教育
施策によって子どもも教員も疲弊している状
態にある。そのような中、病気休職や年度途
中の退職などで欠員が生じており、代替者が
見つからないまま何とか残りの人員で業務を

すすめているなかにあって、学校だけで環境
整備に努めるのは困難である。道の責務とし
て、人員の確保、業務の削減を行い、ゆとり
をもって子どもと向き合うことができる環境
を整備すべきである。 
 
 
 
             （類似する意見が他に３２件）  

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 
 

 Ｃ 

学校関係者等に役割を振ったとしても、それ
でなくても長時間過密な労働をしている教職

員を追い詰めることになる懸念が大きいの
で、道が学校関係者等にどのような支援をす
るかという条文にすべきと考えます。 
「道は、基本理念にのっとり、学校等におけ
るこどもの安全を確保するとともに、こども
が安心して学び、及び育つことができる環境
の整備を行う。」のように条文を、道を主語
として、努めるのではなく、実行する姿勢を
明らかにすることを示すのが肝心です。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 
 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

素案では「学校関係者は、～努めるものとす
る」とあります。これを読むと、「忙しい学

校現場でさらにやらなければならいことが増
えるのか」という印象を受けます。今までも
私たち現場の人間は、子どもたちの安全を確
保するために、また、子どもたちが安心して
学び、育つことができるように努力してきて
いるつもりです。それが不十分なのは、「人
が足りないから」「時間がないから」という
のが現場の実感です。私の職場では、体調を
崩して休んでいる先生の代替えがいないの
で、担任外の先生が学級に入っています。当
然、その先生がしなければならない担任外と

しての仕事もあるので、その仕事を他の担任
外で分担しています。そういう学校がいくつ
もあります。                       

本条例に基づき、道はもとより、全ての関係
者とともに条例の目的達成に向けて取り組ん

でまいります。 
 

 Ｄ 

学校は、「学習指導要領」が内容、標準授業
時数ともに過去最大量となっており、子ども
も教師も疲弊しています。また、病気休職や
年度途中の退職などで欠員が生じており、代
替者が見つからない学校もあり、学校だけで
環境整備に努めるのは困難です。道は、人員

の確保、業務の削減を行いゆとりをもって子
どもと向き合うことができる環境を整備すべ
きだと思います。  
また、こどもの発達や成長について、教師や
保護者に科学的な知見を持ってアドバイスで
きるような機関や制度を構築していくべきだ

と思います。科学的ということは、心理学や
脳科学、医学の見地から総合的にこどもの発
達を考えていくということです。 
小学校低学年から、タブレットなどの機器を
使って学習することが、適しているのか。こ

どもにとって、自由に遊ぶ時間は、どれくら
い大切で、どんな影響があるのか。そう考え
ると、現在の 6 時間授業はどうなのか？学級
規模の適正な人数は？など本当にこどもにと
って、大切なことを考えていかなくてはなら
ないと思います。 

                           

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 

高校では、公共交通機関網の充実に触れても
らいたいです。                
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

教育現場では手が足りていません。子どもは、
よく分からないまま、いじめを行うこともあ

ります。大人の目が必要です。人手が必要で
す。                

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

事業者とは。 
こども・子育て支援団体→道及び市町村が行
うこども施策に協力や意見を述べるよう努め
るものとする。 
協力する→ともに進める                

本条例では、事業を行う者に対し子育て支援
の観点から仕事と家庭の両立等の家庭環境の
整備に係る役割を規定しています。 
ご意見を踏まえ、条例案に反映してまいりま
す。 
 

 Ａ 

主語を事業者から道に変更し、道の行う方向
性を示す条文とすることが望まれます。 
「道は、事業者が基本理念にのっとり、その

雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充
実が図られるよう、従業員の子育て環境の充
実や福利厚生に力を入れ、必要な雇用環境の
整備に努める。」と条文を変更すべきです。 
                           

本条例では、事業を行う者に対し子育て支援
の観点から仕事と家庭の両立等の家庭環境の
整備に係る役割を規定しています。 

 Ｃ 

すでに民間の立場から支援をすすめている団
体と考えられるので、道及び市町村とは異な
る立場・視点で活動をすすめているのではな
いだろうか。行政の施策に協力するよう努め

るのではなく、活動が促進されるよう支援す
るのが行政の役割であり、条例に書き込むこ
とではないだろうか 

                           

地域における子育てを支援する団体等の活動
の促進については、少子化対策推進条例に基
づき、充実を図ることとしています。 
 

 Ｃ 

この条文も、主語を道として、道が何を行う
のかを明確にする必要があると考えます。役
割を振り分けるより、家庭や学校等で担いき
れない様々なこどもの成長の援助を「こども
・子育て支援団体等」と連携して道が取り組
むように条文化すべきと考えます。 
「道は、こども・子育て支援団体等が専門的
知識及び経験を活用し、こども・子育て支援
を推進できるよう、国や道、市長村が行うこ
ども施策に連携し易い環境を整えるものとす

る。」のようにすべきです。 
 

条文の主語等の記載については、法政上の考
え方に基づいて取り扱うこととしています。 
いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 
 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「団体」がどのような団体までを指すのかが
明らかではありませんが、「道及び市町村が

行うこども施策に協力するよう努める」と、
道の下請けのように書かれていて違和感があ
ります。「こども・子育て支援団体」とは、
道立・市町村立あるいは道や市町村から委託
を受けた団体のみを指すのでしょうか。子育
て支援のみならずケアの現場は民間の支援団
体と連携協力が欠かせないのが現状ですが、
民間は行政と連携はしても下請けではないと
考えます。  

本条例に基づき、道はもとより、全ての関係
者とともに条例の目的達成に向けて取り組ん

でまいります。 

 Ｄ 

社会全般の中で、当該団体の役割が非常に重

要であることは確かです。ただ、条例を制定
する際はその主体である自治体の責務がもっ
とも根幹であるべきです。この素案を見る限
り、子育て支援団体等に対して「道及び市町
村が行うこども施策に協力するよう努めるも

の」と非常に押しつけ的です。善意の自主的
な判断で活動を行う支援団体等は自治体の下
請け機関ではありません。あくまでも「協力
していただく」という関係のはずです。その
ため、この条文では以下のように書き記すの
が妥当と考えます。 

「こども・子育て支援団体等が、基本理念に
のっとり、専門的知識及び経験を活用してこ
ども・子育て支援を推進することができるよ
う、道及び市町村がその活動を支援するよう
務めるものとする。 

本条例に基づき、道はもとより、全ての関係

者とともに条例の目的達成に向けて取り組ん
でまいります。 
 

 Ｄ 

行政に「協力」を強いているように感じます。
民間団体は、すでに行政が対応しきれない子
ども達に寄り添い、心を砕いて、雀の涙ほど
の活動費でなんとか維持している状況です。

さらにお金の支援もないのに協力しろという
条文は、民間団体のやる気を削ぐだけでなく、
支援団体の絶対数を縮小させかねません。
「道内の地方自治体がこども・子育て支援団
体に積極的に連携して情報共有するべきだ」
という内容に変更して欲しいです。 

14 において、関係機関等との連携強化、社会
全体で子どもを支える取組に必要な体制を整
備することとしおり、相互の理解と連携のも
と、取組を進めてまいります。 

 Ｃ 

道が道民への周知や関心を深めるために働き
かけを強めることが重要と考える。 
 

 
 

（類似する意見が他に１件） 

具体的な周知方法などについては、審議会で
審議いただくなどしながら検討してまいりま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

そもそも、子どもの権利について十分周知さ
れていない状況で「道民の役割」を示すこと

自体に無理があり乱暴と考えます。よって、
道が、道民に様々なステージで子育てに参加
してもらえるよう、子どもの権利の周知をは
かり、協力し易い環境となるよう条件整備を
することの方が重要と考えます。 
「道民への子どもの権利周知と子育て支援へ
の協力」などと題し、「道は、基本理念にの
っとり、こども施策について道民が関心及び
理解を深め、こども施策に協力できるよう、
子どもの権利の周知を図るものとする。」と
条文化することが望まれます。 

こどもの権利について、広く道民の理解のも
と、こどもの意見の反映など具体的な取組を

推進することが適当と考えます。 

 Ｃ 

「北海道こども基本条例」は「国連子どもの
権利条約」が起点として制定されるものだと
考えます。したがって「北海道こども基本条

例」の周知は「国連子どもの権利条約」の周
知と共に進める必要があります。しかし現実
の社会は非常にこの点で無理解です。今年の
11 月、三重県津市議会の「こども計画」を審
議する全員協議会で、ある議員が「子どもに

人格ってあるのか」「子どもに権利があった
らえらいこと」と発言し物議を呼んだことが
報道されました。全く理解に欠いた発言であ
ると思います。この点では素案の基本理念に
書かれたとおり、「個人として尊重され、基
本的人権が保障されるとともに、差別的扱い
を受けることがないようにすること。」への 
理解を早急に推し進めることが肝要です。権 
利と義務を同列に考える論調がありますがそ 
れは違います。子どもの権利は持って生まれ
たものですが義務はその社会の要請によって
生じるもので、権利があっての義務だと考え

ます。道内での理解もどこまで高まっている
のか不安な点があるかと思いますので、道民
任せにせず道の主体的な啓発活動をさらに進
めていくことを望みます。 
 

道は、こどもの権利を尊重し、擁護するため、
この条例、法及び児童の権利に関する条約の
趣旨及び内容について広報活動等を通じて道

民に周知を図り、その理解を得るよう努めま
す。 

 Ｃ 

子どもの権利について無知な状況にも関わら
ず、このように役割があるのは、結局子ども
の権利について歪んだ知識を広めるだけにな
りかねないので、ここはそのまま削除した方

が良いと思います。 

こどもの権利については、条例施行後、こど
もはもとより保護者や道民の皆様に対し、分
かりやすい周知に努めてまいります。 

 Ｄ 



16 

 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「道は、こども施策の実施に当たって、市町
村と連携し、市町村が行うこども施策に人的、

財政的にも協力するものとする。」などとす
べきです。 

こども基本法には、地方公共団体の責務とし
て、子ども施策に関し、国や他の地方公共団

体との連携を図りつつ、区域内における施策
を策定及び実施する責務を有することとされ
ていることから、これを踏まえ、道では、全
ての市町村と連携しながら、社会全体で「こ
どもまんなか社会」の実現に向けた子ども施
策を推進できるよう取り組んでまいります。 

 Ｃ 

 

【Ⅱ基本的施策 こども計画関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子どもの権利委員会から2019年総括所見にお
いて日本に対し「子どもによる苦情を子ども
にやさしい方法で受理し、調査し、かつ、こ
れに対応することのできる、子どもの権利を
モニタリングするための独立した機構を迅速
に設置するための措置をとること」と勧告さ
れていることから、子ども計画の中に第三者
機関の設置を明記すべきである。さらに、第
三者機関は、行政から独立した公正な公的機
関とし、子どもの声を聴き、子どもの権利に

もとづいて権利救済にあたることを明記すべ
きである。 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

こども計画の審議会ふくめ、すべて知事が諮
問しないと動き出さないように読めるので、
その時々の課題に応じて「北海道こども施策
審議会」が主体的に課題を議論し検討できる
よう、審議会会長が会議を招集できるように
した方が機能的と考えます。 
（７）のあとに以下を加えます。 
「また、５年を目途に計画の進捗を調査し、

計画の変更及び見直しをするものとする。」 
こども計画はすでに年限が切られてパブコメ
が実施されていますが、その期限を記すこと
で、計画の進捗状況の点検が明確になります。 

審議会については、こども施策の推進に関す
る重要事項を調査審議することとされている
ことから、こども施策に関する審議が必要で
ある場合は会長が招集することとされており
ます。 
道では、道民の権利義務等に直接関わる条例
については、条例の適時性を確保するため、
５年ごとに条例を見直す趣旨の規定を設定す

ることとされており、本条例においてもこう
した規定を設ける予定としております。 

 Ｃ 

（４）知事は、計画を定めるに当たっては、
あらかじめ北海道こども施策審議会やこども
・子育て支援団体の意見を聴かなければなら
ない。 

（仮称）北海道こども計画の策定に当たって
は、こども・子育て支援団体などに参画いた
だいている審議会での審議のほか、パブリッ
クコメントなどにより関係団体の皆様からご
意見を伺い進めてまいります。 

 Ｃ 

 



17 

 

【Ⅱ基本的施策 こども施策に対するこども等の意見の反映関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

この項目は「子ども」が主体になるべきです。 

まず条文の最初に、「道は、こどもを権利の
主体として尊重し、こどもが社会の一員とし
て意見を表明することができ、かつ、その意
見が施策に適切に反映されるよう、環境の整
備を図るものとする。」の文言を入れてくだ
さい。 
「（３）道は・・・提供に努めるものとする」
を「・・・提供する」と「努めるものとする」
を削除してください。 

３で児童の権利条約やこども基本法を踏ま

え、こどもの基本的人権の保障などを基本理
念として、道は、こども施策を行うことを規
定しています。（３）については、条例案に
反映してまいります。 

 Ｃ 

「意見の聴取」が気になります。行政主導の

発想になっていないでしょうか。「子どもの
意見表明権」を行政手続き上の権利として捉
えていないか疑問に思います。 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基

本理念として規定するこども基本法を踏まえ
制定することとし、子どもの意見表明等の機
会の確保を盛り込んでいます。その具体的な
取組については（仮称）北海道こども計画に
記載し、こどもたちが意見表明機会の確保な
どを実感できる環境づくりに取り組んでまい
ります。 

 Ｂ 

法では「…意見を反映させるため」「必要な
措置を講ずる」となっているこの項目、道の

素案には「こども又は保護者その他の関係者
からの意見の聴取その他の」という文言が間
に挟まっています。反映させるべき意見につ
いて、「道が聴取した意見に限定される」よ
うに読めます。反映させるべき“意見”とは
何か、本来こどもがあらゆるかたちで発した
ものを全て受け止めることが、こども真ん中
社会の実現への道なのではないでしょうか。
大人の思うかたちで“意見”を発することの
できないこども・若者の“意見”をくみ取ろ
うとする姿勢が、この項目に謳われていてほ

しいと願います。 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ

制定することとし、子どもの意見表明等の機
会の確保を盛り込んでいます。その具体的な
取組については（仮称）北海道こども計画に
記載し、こどもたちが意見表明機会の確保な
どを実感できる環境づくりに取り組んでまい
ります。 

 Ｂ 

１２（１）など該当の番号の項目に「の意見
を反映することができるよう必要な措置を講
じなければならない。」「意見の聴取その他
の必要な措置を講ずるもの」というようなこ
とが書かれていました。 
地方の子どもたちは、このパブコメのように
意見を募集しているということをそもそも知
らないケースが多いと思いますので、TVCM や
Youtube 広告等を使って子どもが意見を応募

したくなるようにしかけを作って欲しいと思
います。 

 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子ども基本法なのですから、もっと子どもの
意見を聞いてください。 

子ども政策局が１２月２０日締め切りの Web
アンケートを行いましたが、１０の質問項目
はすべて、大人（道の政策局）からの質問で、
それに答えることで子どもたちの声を聴いた
ことにはなっていないと思います。全道４２
校で行った対面意見交換も同じ質問ですか
ら、子どもたちが直面している問題・子ども
たちが持っている疑問や主張したいこととは
ズレていると思います。 
＝北方領土、環境問題、再生可能エネルギー、
道民の森、道立公園・・・いずれも大事な問

題ですが子どもの切実な問題ではなく、大人
が机上で考えた問題です。子どもたちが直面
している問題は、息苦しいほど過密な学校の
授業時数や一方的に決められている学校のき
まりや管理的な指導、いじめ問題や不登校問
題（公表されている全国３４万人の何倍もの
子どもが教室に入れずに保健室や職員室、玄
関前で苦しんでいます。）高校生では学費や
諸経費など経済的な問題で困っている生徒が
たくさんいます。虐待や養育放棄、ヤングケ
アラー・・・など多岐にわたっています。子

どもの生活現実により目を向けなければ子ど
も基本条例を作っても子どもを支える条例に
はならないと思います。 

 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

同様に、１か月のパブリックコメント期間で
は道民の意見を十分反映することはできない
のではないでしょうか。膨大な資料を読んで
理解するためには、少なくとも３か月、でき

れば半年くらいかけて意見を集約すべきだと
思います。今のようなやり方は、行政機関内
部で考えたことが主体で、パブリックコメン
で真剣に道民の声を聞く気がないと受け取ら
れても仕方のない方法に思えます。 

令和４年にこども基本法が制定されて以降、
本条例の検討に当たっては、道議会や子育て
支援団体や有識者など様々な関係者に参画い
ただき、審議会（各部会）において議論を進

めてきたところです。 
いただいたご意見につきましては、今後パブ
リックコメントの実施にあたっての参考とさ
せていただきます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

（１）「措置を講ずる」にはどこの部署が窓
口になるかによって方向性に差異が生じま

す。とりわけ、子どもが多くの時間を過ごす
学校を念頭に、教育委員会のかかわりを明確
にすることが必要と考えます。 
（３）「努める」という表現は道の姿勢が問
われます。よって、以下のように条文を改め
るべきです。また、「適切」は不明瞭な語な
ので別語に変更することが望ましいと考えま
す 
「道は、こどもが、こども施策に対する理解
を深めることができるよう、年齢相応の情報
提供の仕方を工夫し、保育園や幼稚園、認定

こども園や学校等においてこどもの理解が進
むよう一定の時間を確保し、子ども参加の環
境整備を行うものとする。」 

 

道は、こどもがこども施策に対する理解を深
めることができるよう、適切な情報提供を推

進してまいります。 

 Ｂ 

（１）・・・関係者からの意見の聴取ではな

く、意見の表明参加する機会を設ける 
学校や施設などにおいても、こどもが意見を
表明、参加する機会を設ける・・・を付け加
えてほしい。 

 

本条例については、こども基本法を踏まえ制

定しており、こどもの視点に立った政策が具
体的に展開されていくためにもこどもの意見
をしっかりと反映することが必要であること
から、そのための必要な措置について規定し
たものです。 

 Ｄ 

対象となるこどもに意見の言えない新生児も
加えられておりとてもありがたいです。赤ち
ゃんが母乳で育つことで様々な利点が母子と
もに示されており、ユニセフのこども権利条
約２４条 「健康、医療への権利」の中に「社
会のすべての構成員特に父母及び児童が、児
童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、
衛生並びに自己の防止についての基礎的な知
識に関して、情報を提供され、教育を受ける

機会を有し及びその知識の使用について支援
されることを確保すること」と記載され母乳
育児の重要性が明記されています。WHO/ユニ
セフは母乳育児の支援の基本として「母乳育
児成功のための１０ヵ条」を推奨しており、
この周知と実践が求められていると考えま
す。北海道には当院と北見赤十字病院が WHO/
ユニセフからこれらを実践する病院として
「赤ちゃんにやさしい病院」の認定を受けて
います。意見の表出できない新生児の意見の
反映として、是非とも北海道として母乳育児

支援（母乳育児が必須ということではなく、
母乳育児をしやすい環境の提供）に力を入れ
て頂けると幸いです。 
 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

今年 6 月から行った｢子ども意見反映推進事
業｣のように、施策について、子どもに参加し

てもらい意見を聞くことも大事ですが、それ
よりもまず聴かなければならないのは、これ
までの｢子どもの権利｣を意識せずにやってき
た既存の施策の中で、子どもたちがどんな辛
さや困難を抱えているのか、そこから聴くこ
とがより大事ではないでしょうか。意見とか
考えなど理論的にまとまったものを子どもに
求めても，それは多くの子どもにとって難し
い方法です。（大人でも難しいことです）。
一方子どもの内面にある、子どもが抱えるネ
ガティブな思いや感情の中に，また更に言う

と荒れや塞ぎなどの否定的に見られる言動の
中に、本当は「こうだったらなー」という願
いがあり、｢こうであってほしい｣という要求
が内包されています。また、その心の底にあ
る思いや感情も、子どもにとっては、言葉に
するのが難しかったり、安心感や信頼感のあ
る関係がなければ、いつでも誰にでも表明で
きるものでもありません。つまり、子どもに
本当に意見を聞こう，声を聴こうとするなら
ば、大人の側から声を捉えに行く態度や関係
づくり（関心を持ち，寄り添い、信頼感を醸

成する関係、子ども理解、アドボケイト）が
必要です。 
 このようなことから、｢意見表明権｣は、｢意
見を言ったら聴きますよ｣や、意見を聞く機会
を与えて、ダイレクトに聞く方法だけでは、
子どもの切実な本当の思いは十分にくみ取る
ことはできません。しかしその切実な本当の

思いこそが大人が聴くべき｢子どもの声｣であ
り、まずはそれをくみ取れる環境（大人が子
どもの成長や心に寄り添う関係）になってい
ないことに課題意識を持ち、それをどうやっ

て子どもに保障して安心して意見や思いを出
せるようにするのかや、それを集約する方法
（アドボケイターの声も含めて）なども考え
て行かなければならないと思います。 

 

道では、「こどもの意見反映推進事業」のほ
か、社会的養護を必要とするこどもたちに対

し「一時保護児童等の権利擁護体制強化事業」
に取り組んでまいります。 
いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 

（１）を削除し「道は、こどもの権利の主体
として尊重し、こどもが社会の一員として意
見を表明することができ、かつ、その意見が
施策に適切に繁栄されるよう、環境の整備を
図るものとする。」とすることを求めます。

東京都条例は同じ文章で明記しています。 
 

同様の趣旨であることから原文のままとしま
す。 

 Ｂ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「意見の聴取」とは、誰に・何を聞くかを、
行政が主導する発想になっていないか。形式

的な子ども向けパブコメ、テーマを限定した
「意見聴取」では不十分だと考える。そのた
め、意見表明を子どもの権利として保障し、
大人がそれに応答する責任を明記すべきだと
考える。なお、東京都の「こども基本条例」
は、「第 10 条 都は、こどもを権利の主体と
して尊重し、こどもが社会の一員として意見
を表明することができ、かつ、その意見が施
策に適切に反映されるよう、環境の整備を図
るものとする。」と規定している。 
また、条例全体を通して子どもの権利に関す

る理解不足があると思われるため、条例制定
にあたって、まずは関係者（行政職員・審議
会委員等）が子どもの権利について学び、十
分な議論を経て制定すべきだと考えます。 

本条例は、児童の権利条約の四原則などを基
本理念として規定するこども基本法を踏まえ

制定することとし、子どもの意見表明等の機
会の確保を盛り込んでいます。その具体的な
取組については（仮称）北海道こども計画に
記載するとともに、こどもたちなどからの意
見表明機会の確保などをこどもたちが実感で
きる環境づくりに取り組んでまいります。 
また、こどもの権利の周知に努めます。 

 Ｃ 

「国連子どもの権利条約」の中では 4つの柱
として①生命、生存及び発達に対する権利 
②子どもの意見の尊重 ③子どもの最善の利
益 ④差別の禁止が掲げられています。特に
「子どもの意見の尊重」が重要である。「尊

重」とは「表明し参加すること」まで保証す
ることが必要です。前提としては「大人が意
見を表明する点では対等の立場であること」
「実現の可否については、子どもの参加する
場で決議されること」「発達段階に即して十
分にサポートできる態勢があること」などが
必要となることも大切です。 
そのために、こどもの意見表明を保証する手
立ての具体化がなされなければなりません。
とかく「子ども議会」等の一部代表となる子
どもの参加機関が話題になりますが、それで

は不十分です。学校、公園、図書館、その他
公共施設等で、運営に関わる関係者の「子ど
もの意見の尊重」に関わる理解とその推進の
責務の明確化、さらには広く社会全般に「子
どもの権利」に関する十分な周知が必要です。
また、「大人だけでは決めない」ということ
を努力義務として明記することにまで踏み込
むべきです。 

 

具体的な取組については、策定中の（仮称）
北海道こども計画に盛り込むほか、知事を本
部長とする北海道こども政策推進本部におい
て関係部局間で情報共有を図るなど、全庁を
挙げてこども施策を推進してまいります。 

 Ｃ 

子どもの意見を反映できる仕組み作り（学校
・学童・児童館・少年団なども） 

 

具体的な取組については、策定中の（仮称）
北海道こども計画に盛り込むこととしていま

す。 

 Ｃ 
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【Ⅱ基本的施策 こどもの社会参加の促進関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

文末「環境の整備に努めるものとする。」を
「環境を整備する。」と改め、道の責任を明
確化することを望みます。 

 

ご意見を踏まえ、条例案に反映してまいりま
す。 

 Ａ 

自治の憲法と呼ばれる自治基本条例において
は、主体となるべき市民にこどもも対象とな
っていることから、こどもの意見表明の機会
を具体的に取り組めるように、こどもの社会

参加の促進に、市町村との連携を追加したほ
うが良いと考える。 
（提起） 
道は、こどもが社会の一員として尊重され、
年齢及び発達の程度に応じて、多様な社会的

活動に参画できる環境を、各市町村の自治基
本条例に基づく取り組みとの連携も視野に入
れて整備に努めるものとする。 

 

10 において市町村との連携について規定して
おり、ご指摘の事項については、市町村と相
互に連携し取り組んでまいります。 

 Ｂ 

他自治体の先進事例をみても、子どもの参加

はより日常的に行われるべき段階である。子
ども自身が実感のもてる参加・参画にするた
めには、学校を中心としたあらゆる年代での
「意見を聞いてもらえる」機会の経験を多面
的かつ多様に展開する必要がある。よって、
子どもの権利の周知について学校の役割をよ
り強調したものにし、地域と学校の連携によ
ってあらゆる年代でのまちづくりへの参画を
強化することを明記してほしい。このことは、
地方創生においても子育て家庭や子ども・若
者に逃げられないことが地域存続の最大の条

件となった現在、全道で取り組むことを宣言
することが有効であると考える。 

 

こどもの社会参加の促進については、学校に

限らず多様な場面で行われることが望まし
く、本条項を設けています。 
権利の周知についても、道として必要な措置
を講ずることとしています。 

 Ｂ 

 

【Ⅱ基本的施策 推進体制の整備関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

部署横断的な取り組みをすすめるため独自の
部局を創設するのか、または従前の部局との
連携を強めるのかを分かるように記すことが
望まれます。新部局を創設する際には教育委

員会との関係を強くしてもらわないと、学校
現場は多忙さから施策の反映に手間取ること
も考えられます。 

条例に規定する事項の具体化については、
（仮称）北海道こども計画に盛り込むととも
に、知事を本部長とする北海道こども政策推
進本部において関係部局と連携して推進して

まいります。 

 Ｃ 
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【Ⅱ基本的施策 こどもの権利の周知・擁護関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子どもの権利委員会から2019年総括所見にお
いて日本に対し「子どもによる苦情を子ども
にやさしい方法で受理し、調査し、かつ、こ
れに対応することができる、子どもの権利を
モニタリングするための独立した機構を迅速
に設置するための措置をとること」と勧告さ
れていることから、早急に第三者機関を設置
すべきである。 
 

（類似する意見が他に３２件） 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

子どもにカードを配布するなどし、小学校低

学年から高校生まで幅広く相談できる機関を
設置すべきである。 
 
 
 
 
 
 

（類似する意見が他に２３件） 

相談救済機関や第三者機関については、国は、

全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

道は「いじめ、虐待等の子どもの人権侵害に

対応し、その他こどもの不安や悩みを解消で
きるよう、相談に対応する機関等の適切な周
知及び普及啓発並びにこども又は保護者その
他の関係者からの相談に対応する支援体制の
充実に努めるものとする。」としているが、
いじめの認知件数、不登校や自死の増加や児
童虐待相談対応件数の高水準推移を鑑みる
と、一刻も早く相談機関を設置すべきです。
都道府県では、秋田県、長野県、山梨県に救
済機関が設置されていると聞きました。北海
道も早期に救済機関を設置すべきです。公正

な公的第三者機関として、行政から独立して
子どもの声を聴き、子どもの権利救済にあた
ることが重要であると考えます。 

（類似する意見が他に５８件） 

相談救済機関や第三者機関については、国は、

全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

日弁連は、虐待、いじめ、体罰など子どもの
権利全般について包括的に相談を受けること
のできる擁護体制を求めている。好事例など
に学びながら北海道にも設置をすべきであ
る。子どもたちの自由と時間を奪う点数至上
主義の現在の教育体制、余裕のないカリキュ

ラムにも早急に改善を求める。 
 

 
（類似する意見が他に１４件） 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集

した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子どもの意見を行政に反映させることやオン
ブズマン制度をつくるなど条約の理念を実現

させるための失策が必要 
 

 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい

るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

権利擁護のためにも、子どもの権利の普及啓
発は重要であることから、学校での子どもの

権利学習を明記すること、その前提として教
職員・子ども支援者に向けた理解の促進が不
可欠であり、一般向けの広報活動とは別に明
記すべきではいか。 
権利学習においては、子どもが、自らの権利
を認識して、それを行使できることを明示す

べきではないか。「他者を尊重すること」を
強調することは、権利の主体としての意見表
明を躊躇する事態を招く恐れがあると考えま
す。 
子どもの権利侵害に対応するためには、心理

的な「相談」だけではなく、子どもを取り巻
く環境に働きかける「救済活動」に取り組む
機関が必要だと考えます。既存の相談機関を
周知するだけで子どもの権利侵害が解消でき
ると考えているのでしょうか。それでは、な
ぜ今まで出来なかったのか、既存の相談機関
が機能していないだとすると検証が必要であ
り、救済機関を置かないのであれば子どもの
権利状況をモニタリングする子どもコミッシ
ョナーの設置が必要だと考えます。 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい

るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま

す。 

 Ｃ 

既存の審議会を本条例に統合するだけでは、
「こども施策の推進を図る」ことには繋がら
ないと考えます。少なくとも、「知事の諮問
に応じて審議する」だけでなく、事務局から
の提案によらない自己発議によって、必要な
調査・検討を行う組織とすべきではないか。
先行事例として、既存の審議会とは別に、「子
どもの権利委員会」等を設置している自治体
も多くある。諸外国にみられる「子どもコミ
ッショナー」の組織等も参照して、本条例の

実効性が確保される仕組みが検討されるべき
だと考えます。 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「国連子どもの権利条約」は、批准から 30 年
たつのに事実上無視して脇に置かれた状況で

した。政府が取組まずに放置できたことの要
因の一つに、政府から独立した子どもの権利
救済機関（子どっもコミッショナー）が設置
されていないことがあると考えます。国の「子
ども基本法」が施行された際もこの子どもコ
ミッショナーの設置について市民から強い要
望がありましたが法律には入りませんでし
た。子どもコミッショナーの役割は、人権擁
護の立場で専門集団が子どもの SOS を受け止
め、子どもの権利に関わる条例等の履行を監
視し促進することにあります。国がいまだ設

置していない状況ではありますが、自治体と
してこうした機関を設置するよう取組むべき
です。 

 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい

るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

既存の相談機関を周知するだけで、子どもの

権利侵害は解消できるのでしょうか。 
「相談」だけでなく、「救済」に取り組むこ
とができる機関が必要です。 

相談救済機関や第三者機関については、国は、

全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ

り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

道の下部組織ではなく第３者機関を置き、弁
護士、相談員などを置き、こどもが気軽に相
談でき、必要な助言、支援ができる救済委員
会を設置してほしい。 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ

り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

（仮称）北海道こども基本条例（素案）につ
いて。Ⅱ基本的施策 15（３）のいじめ・虐待
等のこどもの人権侵害の対応に関わる件につ
いて、「支援体制の充実」とありますが、具
体的な施策の明記（実施）を望みます。 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ

り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

審議会の役割を否定するものではありません
が、２つの機関の設置をお願いします。 

１つは、こども施策を横断的に総合的に推進
する行政機関を設置することが大切です。 
東京都では、「子供政策連携室」を設置し、
局の職員定数 115 名（令和 6年度）・予算 130
億 83 百万円規模で、とりくまれています。道
の活動や財政規模も是非東京都のように進め
てください。 
子ども政策連携室は、国内外の先進事例調査
等をもとに、企画立案機能を担うとともに、
関係局との連携体制を構築し、子どもに関わ
る複合的課題に対応します。また、多様な主

体と連携し、福祉や教育の枠組みに捉われな
い幅広い視点で先進的な事業を展開する。 
（東京都で実施 第 16 条 「子ども施策を総
合的に推進する体制の整備） 
２つは、知事の諮問機関でなく、道の施策と
連携しながらも、独自に子ども施策の現状・
課題・提言などおこなえる「子どもの権利委
員会」の設置をすすめてください。 
そのうえでの、「北海道こども施策審議会」
があってもいいと思います。 

条例に規定する事項の具体化については、
（仮称）北海道こども計画に盛り込むととも

に、知事を本部長とする北海道こども政策推
進本部において関係部局と連携して推進して
まいります。 
相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお
ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま

す。 

 Ｃ 

 

【Ⅱ基本的施策 こどもの居場所づくり関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

こどもをとりまく環境は複雑化・多様化し、
さまざまな悩みを抱えているものと想像でき
る。例えば、少子化にもかかわらず、いじめ
認知件数が増えていることや不登校の増加な
どが現実課題として言われている。ヤングケ
アラーの問題もあるし、経済状況の厳しい家
庭もある。  

さまざまなこどもをとりまく悩みに対応する
ためには、学童保育とは別に、子どもの相談
窓口を自治体ごとに設置する必要があるので
はないか？また不登校についても、学校以外
の相談窓口を設置した方がこどももより相談
しやすいのではないか。  
当面は、各市町村の図書館・図書室が相談窓
口となり、あわせて相談ポストを常設するこ
とも一案ではないか。できれば図書館司書と
は別に、専任の相談員を置くことが望ましい
が、「子ども真ん中・子ども家庭庁」などへ

の予算要望等ができないものなのだろうか？ 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

こどもの居場所は「地域において」はもちろ
ん、様々な場所にあるべきであって、その旨

を条文に反映させる必要があります。また、
既存の民間施設との連携を強める旨を条文に
書き込むことを求めます。 
「道は、こどもが家庭や学校、地域等あらゆ
る場所において、安全で安心して自分らしく
過ごすことができる多様な居場所づくりを官
民挙げて推進するものとする。」のように改
めることを求めます。 
 

 

具体的な取組については、策定中の（仮称）
北海道こども計画に盛り込むこととしていま

す。 

 Ｃ 

地域の児童館にたくさんの子ども達が行って
混みあっています。放課後に過ごす居場所を
増やしていただければと思います。 

具体的な取組については、策定中の（仮称）
北海道こども計画に盛り込むこととしていま
す。 

 Ｃ 

「こどもの居場所づくり」に関して、学校統
廃合が進められている本道において、重要な
居場所である学校や保育園を地域に維持する

方向を明確にするため、「こどもの居場所」
に続いて、（学校・保育園等）と例示しては
どうかと考えます。 

 

こどもの居場所については、子ども自身が居
場所と感じる場とされており、特定の場を想
起する例示は行いません。 

 Ｂ 

こどもの居場所は「地域において」はもとよ
り、既存の枠組みに囚われず、多様性にとん
だ、様々な場所にあるべきです。そのような
内容を条文に取り入れて欲しいです。社会課

題であるいじめ問題や、不登校問題などに『居
場所』は必ず役に立ちます。そのような内容
にしてよかったと行政の皆様が思う日が必ず
来ます。教育だけで解決できなかったこと、
家庭だけで解決できなかったこと、行政だけ
で解決できなかったこと、解決したいなら、
そのような条文することを強くお勧めしま
す。 
また、既存の居場所づくりをしている民間団
体と『連携を強める』旨を条文に書き加えて
欲しいです。 

こどもの居場所については、16 に規定したと
ころであり、その具体的な取組は、現在、策
定中の「（仮称）北海道こども計画」に盛り
込むこととしています。 

 Ｂ 
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【Ⅱ基本的施策 財政上の措置関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「…講ずるよう努めるものとする」ではなく、

「…講ずる」としてください。 
財政上の措置を講ずることこそが、道が子

どもの最善の利益を保障するための、道にし
かできない最大の責務と考えます。 

 
      （類似する意見が他に３件） 

道における他の条例との整合性を図り規定し

ており、必要な財政確保に努めてまいります。 

 Ｄ 

 

【Ⅲ北海道こども施策審議会関係】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

委員および特別委員について、子どもたちと

日々接している教職員の意見は重要と考えま
す。よって、委員に教職員団体の代表を付加
することを求めます。 

北海道こども施策審議会の委員として学校関

係者の方にも参画いただいているところで
す。いただいたご意見については、今後の審
議会運営の参考とさせていただきます。 

 Ｃ 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

知事の付属機関として「北海道子ども施策審
議会」を置くとしているが、行政から独立し
た機関の設置を求めます。 
 

 
 
 

 

相談救済機関や第三者機関については、国は、
全国の自治体を対象とした調査を実施してい
るところであり、道としては、その結果や調
査を踏まえた国の方針などのほか、他県にお

ける権利擁護の取組や活動実態、既存の相談
救済機関との役割分担等について、情報収集
した上で、広域な本道における権利擁護のあ
り方を審議会などの場で議論してまいりま
す。 

 Ｃ 

 

【その他】 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

北海道全体が、子ども中心の世の中になるよ
うに、法や施設の整備が順調に進む、北海道
であって欲しいです。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 

東京都は、「附則」として、「３年後・・・
必要な検討」としています。 
本条例においても、常に検証することが可能
な「３年後の条例見直しを検討する」条文項
目をつくってください。 

 
 

（類似する意見が他に１件） 

道では、道民の権利義務等に直接関わる条例
については、条例の適時性を確保するため、
５年ごとに条例を見直す趣旨の規定を設定す
ることとされており、本条例においてもこう
した規定を設ける予定としております。 

 Ｂ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子育て施策全般に言えることですが、良い大
人、良い社会人、良い日本人、人材という言

葉が目につきます。これは社会や国家にとっ
て都合のいい大人をつくるということでしょ
うか？ 
子どもは、大人になるために子ども時代を過
ごすのではありません。子どもでいることを
一生懸命に全うしているのです。子どもが遊
ぶ、学ぶ、笑う、泣く、怒る、走る、寝るす
べてを子どもとして全力で生きています。な
かでも、子どもにとって一番大切なのが遊び
です。すべての体力、創造力、対人関係を学
び、育てます。遊ぶ権利こそ、何より優先さ

れなくてはならないと考えますが、北海道の
子ども権利条約では「遊び」場に関して学校
が与えるものとしか記述がありません。 
子どもの尊厳を守る条例というより、子育て
サポート的な意味合いが濃い感じがします。
本来目指すべきユネスコの子どもの権利条約
とは根本的な意味合いの相違を感じます。 
北海道はフロンティアじゃないんですか？中
央に右ならえではなく、世界中の人々が北海
道に住みたい、北海道で子育てをしたいとい
うものを本気で作りませんか。 

もっと、もっとちゃんと子どもの声、子ども
を育てている親、保育士、教職員の声を丁寧
にあつめませんか？ 

令和５年 12 月に「こどもの居場所づくりに関
する指針」が閣議決定され、全てのこどもが

安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ち
ながら、様々な学びや体験活動の機会に接し、
自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精
神的・社会的に幸せな状態で成長していける
よう、「こどもまんなか」の居場所づくりを
実現するとの理念が示されました。本理念を
踏まえ、道としても、「こどもまんなか社会」
の実現に向け、こどもの視点に立った多様な
居場所づくりを体系的に進める必要があると
考えることから、条例に規定することとした
ものです 

 Ｃ 

子ども基本条例を定着させるためには、目的
や施策案、体制の確立が欠かせないが、十分
な人員の確保と予算の確保がなければ“絵に
描いた餅”になってしまうと思います。一体、
どのくらいの予算規模で、関係する人間をど
のくらい確保しようとしているのか、明示す
べきだと思います。そして、数年おきに子ど

も基本条例の実施状況を把握し、施策案や人
員の見直しを図ることも文言化することが大
事ではないかと考えます。 

条例に規定する事項の具体化については、
（仮称）北海道こども計画に盛り込むととも
に、知事を本部長とする北海道こども政策推
進本部において関係部局と連携して推進して
まいります。 
道では、道民の権利義務等に直接関わる条例
については、条例の適時性を確保するため、

５年ごとに条例を見直す趣旨の規定を設定す
ることとされており、本条例においてもこう
した規定を設ける予定としております。 

 Ｂ 

無事子どもたちが自立できるまで、家庭がし
っかり育てられるよう国や地方公共団体の支
援を要求します。 

本条例では、家庭における療育環境の整備等
もこども施策と位置づけ、「生命に対する権
利」等基本理念にのっとり、こども施策を総
合的・計画的に策定し実施することを道の責

務としています。 

 Ｂ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

前文を設け、何のために条例をつくるのかを
子どもにもわかるように簡潔に述べてほし

い。 

条例をこどもたちに周知するため、適切な方
法について、審議会で審議いただくなど検討

することとし、条文は原文のままとします。 

 Ｃ 

子ども政策局が「北海道が条例（決まり事）
や計画（予定や目標）などを作るとき、大人
のほかに、こどもや若者のみなさんからの意
見を聴いて、条例・計画を作ります。あなた
の興味がある条例・計画について、意見を教
えてくださいね。」と子ども・若者の意見を
広く取り組みを進めていることは評価しま

す。しかし、その方法と質問のテーマが子ど
もたちの率直な声を聞くものであったのかは
疑問です。また、子ども・若者からどのよう
な意見が寄せられ、それが条例の審議にどの
ように反映されているのか、審議会等の報告
を読む限りではわかりません。明らかにすべ
きです。 

こどもの意見については、審議会への若者の
参画や子どもの意見反映推進事業等を通じて
聴き取ってきたところであり、こどもたちか
らは意見を言いやすい環境整備を望む声が多
くあったところです。 

 Ｄ 

４で道の責務は書かれているが、1４の推進体
制の整備では、連携強化は謳われているもの
の、それを保障する組織については書かれて

いない。Ⅱの基本的施策の推進及び 1２のこど
も施策に対するこども等の意見の反映、1３の
こども社会参加の促進等に関して、こども基
本条例に基づいて実効性のある政策を練り上
げ、機動的に実行するために人と予算の裏付
けのある横断的な組織を立ち上げ上げること

が必要不可欠です。現在の子ども政策局が推
進できるとは思えません。 
東京都では 115 名の人員と当初予算として
130 億円の子ども政策連携室を立ちあげてい
る。 

条例に規定する事項の具体化については、
（仮称）北海道こども計画に盛り込むととも
に、知事を本部長とする北海道こども政策推

進本部において関係部局と連携して推進して
まいります。 

 Ｃ 

①「文末『努めるものとする』」の文言を「す
すめる。」として下さい 

ご意見を踏まえ、条例案に反映してまいりま
す。 

 Ａ 

主語・主体についてです。素案の各条例文に
「道は」と付け加えてください。 
北海道が主体となってこども・子育て世代・
関係諸団体を支えていくという意味合いと意
気込みを表現していただきたいです。現在の
ままだと、各方面（私たち）に任せ、道はそ

れを上から見ているだけまたは、私たちは下
請けという印象が強いです。 

条文の主語等の記載については、法政上の考
え方に基づいて取り扱うこととしています。 

 Ｄ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

①道民的な議論の中で、道民合意のもとで条
例づくりが行われるべきです。 

 ②当事者としての子どもの意見が全く反映
されない中での条例づくりとなっていること
は大きなが問題、もっと子どもたちの声を聞
くこと、子どもたち参加の中ですすめられる
ことが大切です。 
いま、子どもたちの現状を見るときに、長く
続いたコロナ禍におけるさまざまな制限下を
余儀なくされたことやいじめ・不登校・児童
虐待の激増など子どもたちにはとても生きづ
らい社会になっています。このような中で、
子どもの権利条約にのっとった条例づくりを

すすめることは大変重要なことです。しかし、
重要な条例づくりであるだけに、北海道が本
年 5月に提案してわずか 1年にも満たない期
間に制定しようとすることは拙速であり、本
来当事者である子どもたちの声も十分に反映
される中また道民合意の中でじっくりとすす
められなければならないと思います。 
 いま行われている「パブコメ」のことにつ
いても、どれだけの道民が知っているでしょ
うか。道のホームページに掲載しているだけ
ですから、９９％以上の方は知らないまま進

んでいます。これでは条例そのものが良いも
のになりませんし、出来上がっても「絵に描
いた餅」になることが心配されます。 

こどもの意見については、審議会への若者の
参画や子どもの意見反映推進事業等を通じて

聴き取ってきたところであり、具体的な周知
方法などについては、審議会で審議いただく
などしながら検討してまいります。 

 Ｃ 

こども・若者の表記です。若者はこどもに入
らないのでしょうか。 

こども基本法では、「こども」とは「心身の
発達の過程にある者」とされています。 

 Ｂ 

条例制定して終わりではなくここから始まる
として欲しいこと 

条例の掲げる基本理念や基本的施策につい
て、（仮称）北海道こども計画に盛り込んだ
各種取組により推進してまいります。 

 Ｂ 

しっかりしたもの、実効性のあるものにして
ください 

条例の掲げる基本理念や基本的施策につい
て、（仮称）北海道こども計画に盛り込んだ
各種取組により推進してまいります。 

 Ｃ 

前文について北海道の子育て・教育の姿勢を
示す前文がある方が、その目的や目標がまと
まって読むことができます。憲法や子どもの
権利条約、こども基本法に沿った方向性を北

海道がどのように具体化するかを記してもら
いたいと考えます。 

条例に規定する事項の具体化については、
（仮称）北海道こども計画に盛り込むととも
に、知事を本部長とする北海道こども政策推
進本部において関係部局と連携して推進して

まいります。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

昨今の子どもをとりまく環境は、多様な問題
を抱えています。不登校やいじめ、詰込み教

育あけでなく、教育費負担の増大、保護者や
教員の長時間過密労働など、背景にある社会
全体の問題と切り離すことはできません。北
海道こども基本条例制定が、子どもの権利を
保障し、道の子ども施策推進の力となること
が必要と考えます。子どもを含むより多くの
道民の声を反映するためにも、パブリックコ
メント募集期間が短いのではないでしょう
か。 
私ども新日本婦人の会は、子どもの権利につ
いて、広範な個人、団体とともに学習の機会

を設けてきました。その中で、子どもに関わ
る専門家、保護者、子ども自身も子どもの権
利についての理解が不十分であることも浮き
彫りになってきました。また、子どもをとり
まく問題、子育て環境の整備、ひいては少子
化対策も一体に取り組まなければなりませ
ん。増え続ける不登校、教育費の負担軽減、
保育士や教員の労働環境整備など多岐にわた
る分野、関係機関の連携によって解決しなけ
ればならない課題が山積しています。大人が
ゆとりをもって子どもと関われる環境こそ

が、自身の権利、他者を大切にできることに
つながると思います。子育てには、人手も時
間もお金もかかります。作って終わりの条例
では意味がありません。道の基本条例制定を
契機に、子どもの権利についての道民の周知
が広がることを期待します。 
 

 
（類似する意見が他に１件） 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

条例案に使われている用語に“上から目線”
的な姿勢を感じる部分があります。 

例）保護者の項目→「・・・こどもを現に監
護する者」  「監護」→「養育」に直す 
学校関係者等の項目→「・・・場を与えて」 
「与えて」→「用意して」に直す 
「責務」について →もっと道が全体的に責
務を果たすことを強調すべき 
「役割」について →保護者、学校関係者な
ど、事業者、こども・子育て支援団体等、道
民について「役割」となっているが、市町村
との連携協力と同じく「役割」を「連携協力」
に直す 

「監護」については、児童福祉法を根拠とし
て記載しています。 

いただいたご意見につきましては、条例案に
反映してまいります。 

 Ｂ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

北海道が子どもの権利を保障し、子どもを大
切に育むために行うべき方向を示めそうとし

ている条例素案として読みました。 
ただ、本素案では不十分と感じられる点があ
るので、素案に示された内容を更にすすめて、
しっかりと子どもの権利の周知と保障、子育
て支援の充実、学校教育で子どもの権利に根
差した授業や行事、課外活動ができるよう、
道の姿勢を強化し条文の内容を明確化してい
くことが必要と考えます。 
条文に「道が」という主語が少なく、道の責
任をはっきりさせることが必要と感じます。
同時に、いかにこどもの声を大人が聞き、そ

の声を尊重するかが問われる条例であるの
で、こども会議やこども議会などの場を設け
るだけでなく、例えば各学校単位での子ども
の声の聞き取り（コミュニティースクールに
子どもの声を反映させる仕組みの導入など）
や教育課程に子どもの意見を取り入れる努力
を行って、分かる授業、楽しい学校づくりを
基盤に、子どもの権利条約にうたわれている
「最善の利益」が実現できるよう、本腰を入
れた取り組みを推進する条例となることを望
みます。 

条文の主語等の記載については、法政上の考
え方に基づいて取り扱うこととしています。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 

子どもの権利を尊重するのならば、それぞれ
の保護者と各教育に関わる人々に対して子ど
もの声を聞くことを求めることが必要です。
道の責任で各支庁・市町村に求めていく仕組
みが全く見えていません。これでは、形式的
に条例を作っただけで終わる懸念が生じま
す。 

子どもの意見表明及び反映の重要性について
は、条例施行後、丁寧に啓発していきます。 

 Ｃ 

北海道こども基本条例については、多くの項

で努力義務にとどまっています。努力義務だ
けにとどまらないことを切に願っています。 

いただいたご意見につきましては、条例案に

反映してまいります。 

 Ａ 

全体的にこども基本法の写しであり、北海道
としてこどもの人権を保障し擁護する独自の
考えがみえない 
法的に区別されていることが差別につながっ
ていることを認識し、このような差別解消に

向けて道独自の「北海道こども基本条例」を
策定すべき 

道は、こどもの権利を尊重し、擁護するため、
この条例、法及び児童の権利に関する条約の
趣旨及び内容について広報活動等を通じて道
民に周知を図り、その理解を得るよう努めま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

子どもの成長には地域の支え、教育機関の支
えが必要です。そのために、必要なことを提

案します。 
ｱ)子どもが遠距離通学をする困難さの軽減で
す。親の送り迎え、遠距離電車バスによる通
学の解消に努めるべきです。札幌の高校生の
遠距離通学を解消するべきです。地域の大人
の優しいまなざしが地域愛を生み出し、地域
で生きるという大人に成長するのではないで
しょうか。 
ｲ) 小中高等学校の校則を子どもの声に寄り添
って、子どもの声を生かして決めるべきです。
特に頭髪服装検査を半世紀以上強制し続けて

いる、学校圧力は子どもの権利侵害ではない
でしょうか？校則規制が嫌で不登校増加が増
加している現実を変える方向を道条例で進め
るべきです。 
ｳ)各市町村の学校教育機関に、子どもの権利
条約学習の研修・道立高等学校の教職員の研
修に子どもの権利の学習を入れるべきです。
学校長に子どもの権利を校内研修する義務を
入れるべきです。 
ｴ) 小中学校へ子どもの権利条約を学びの中に
入れるよう求めるべきです。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

銭函地区において小学生の子どもが保護者か
ら虐待を受け亡くなるという事件が発生して
しまいました。小学校は事前に虐待の実態を
把握でなかったため地域から批判を受けてい
ます。 
この問題は保護者の問題でもありますが、学
校、地域、社会の問題でもあります。北海道
こども基本条例については賛成の立場です

が、条例を作るだけでは同じような問題が起
こると考えています。 
今回の事件は不登校の問題とも絡んでおり、
教職員の多忙化も１つの原因です。条例を元
に様々なシステムを変えていって欲しいで
す。はっきり言って、これらの問題の原因は
保護者も教職員も子どもも、みんな「ゆとり」
がないからです。生活面や精神面のゆとりを
作ることが社会全体の責務であると私は思い
ます。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

国連子どもの権利条約 31 条に定められてい
る、子どもの休息・余暇・遊び、文化的・芸

術的生活への参加の項目が、入れられていな
いので、入れてください。 
国連でも日本のこどもの現状に対して〈生命
生存及び発達に関する権利〉の項（パラグラ
フ 20）で、『社会の競争的な性格により子ど
も時代と発達が害されること無く、子どもが
その子ども時代を享受することを確保するた
めの措置をとること』が指摘され、とくに〈教
育・余暇・および文化的活動〉の項では『あ
まりにも競争的に制度を含むストレスフルな
学校環境から子どもを解放することを目的と

する措置を強化すること』と勧告を受けてい
ます。 
また、学校での芸術鑑賞も減り、子どもたち
文化芸術に触れる機会も減っています。本物
の絵画をみたり、生のコンサートを聴いたり、
生の舞台芸術を体験する機会は、家庭の収入
格差によって違ってしまっています。 
ぜひ道としてたくさんの機会を補償してくだ
さい。 

本条例の基本理念については、こども基本法
に準拠しています。また、15 において、児童

の権利条約について、道民に対し、周知し理
解を得るよう努めることとしています。 

 Ｃ 

この度、国の子ども家庭庁ができて「子ども
基本法」が施行されたり、道でも「北海道子
ども基本条例」作成にむけて動き出したこと
は、「子どもの権利条約」が批准されてから
30 年経って遅まきながらも、それにやっと本
腰を入れて取り組んでくれるものと大きな期
待を寄せています。 
「子どもをまん中」にして社会を作っていく、
また「子どもの権利」を尊重し擁護するとし
て「子どもの権利条約」が国の施策として国
内法に掲げられることは、子どもにとっては、
｢子どもを一人の主権者としてみる｣また｢社

会づくりのあり方を子どもを基点に変える｣
という意味では「子ども（固有）の憲法」が
できたようなものです。かつて戦後それまで
の欽定憲法から民定憲法に変わった時に匹敵
するような歴史的な社会変革の画期とも言え
るのではないかと思います。 
どうかこれを「絵に描いた餅」にならぬよう、
内実のあるものにしていきたいと思います。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 

子どもに寄り添う大人（学校・教職員、子ど
も支援の NPO）を支える仕組み 

具体的な取組については、策定中の（仮称）
北海道こども計画に盛り込むこととしていま

す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

｢子どもの権利条約に則って｣ということが全
く示されておらず，そればかりか大人版（？）

の中の｢基本理念に則って｣と表記されている
部分さえも明記されていません。 
ここに書かれていることはすべて、今までも
憲法の下で施行されていた自明のことばかり
で、これでは何が新しいのか何が特殊性なの
か、子どもはもとより大人であってもわから
ないのではないでしょうか。これで、子ども
に｢子どもまん中社会を作る｣意気込みが伝わ
るのか疑問に思います。子どもにこそ、今ま
で大人目線でやってきた大人(の政治)が、改
めて｢子どもの権利｣にもとづいて社会づくり

をするのだという意志と覚悟が伝わるよう
に、そのことがハッキリとわかるように明記
するべきです。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

このパブコメの募集要項の「7，その他 ⑴意
見の提出に当たっては、日本語でお願いしま
す。」の項目ですが、今北海道は、外国から
来て生活している人が増え，その子どもも増
えています。その多くの子どもたちは、慣れ
ない生活に生きづらさを抱え，成長発達の権
利を脅かされているだけでなく，それを訴え

ることもできないでいます。いみじくも「子
どもの権利」の中には、｢差別されないこと｣
は条文だけでなく、全ての条文に貫かれた原
則の一つになっているほど大事な子どもの権
利です。またそれが、素案の中にも｢基本理念｣
や（やさしい版）の｢条例が大切にしている考

え方｣の一番最初の項目にあげられています。
今では多様に出ている翻訳アプリなどもあ
り、日本語に限定しなくても当人の使い慣れ
た母国語ででも意見を聞くことは可能なので
はないでしょうか。日本語で書けない子ども

の意見を「日本語で……」と乱暴に切り捨て
てしまうのではなく、日本に来て十全な育ち
ができなくなって困っている外国の子ども
や、それを代弁する大人の声にこそ耳を傾け
る努力をしてほしいです。 
以上です。よろしくお願いいたします。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます。 

 Ｃ 

子どもに寄り添う大人（学校・教職員、子ど

も支援の NPO）を支える仕組み関わる大人が子
どもの権利に関心を持つこと 

道は、こどもの権利を尊重し、擁護するため、

この条例、法及び児童の権利に関する条約の
趣旨及び内容について広報活動等を通じて道

民に周知を図り、その理解を得るよう努めま
す。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

日本が「子どもの権利条約」批准から 30 年を
経過し、北海道もついにその精神を受け継ぐ

「子ども基本条例」を策定しようということ
を歓迎するとともに、実効あるものになるこ
とを願っています。 
実効あるものになるためには、学校や家庭、
子ども関係団体のみならず、社会全体で理解
し、受け止めなければならないと考えます。 
しかし、パブリックコメントの期間がわずか 1
ヶ月しかないのでは道民の理解はおぼつかな
いと思います。理解どころか、素案の存在そ
のものも知らないままことが進むことに危惧
をおぼえます。さらに心配なのは、深く関わ

ってくる保護者や学校関係者への浸透と理解
です。その他の道民と同じ素案が出来たこと
も知らずにいないだろうかと思います。 
実効あるものにするために、道民的な意見を
吸い上げることが必要ではないでしょうか。
パブリックコメント募集の期間延長を望みま
す。 

パブリックコメントにつきましては、道の規
定（道民意見提出手続に関する要綱）に基づ

き実施していますが、いただいたご意見につ
きましては、今後の施策の検討にあたっての
参考とさせていただきます。 

 Ｃ 

「人間の生き方を考える（養う）」という「人
間」は不適切です。せめて「人として自分自
身の生き方を・・」に。個の尊重の視点が欠

けていませんか。 
校則などの決め事や押し付けの道徳は、強者
や支配・管理する側の都合の良いものになっ
てはいないかチエックし、子どもや保護者の
意見を聞く意見表明権が生かされるべき配慮
をされたいと願います。 
また、学力・体力等を評価し、ランクづけす
ること、そして公表する悪癖はなくすべきで
す。そのため、まず全国統一の学力テストは
やめること等大胆な見直しを提起してくださ
い。勝ち組と負け組。評価の上位と下位。子

どもの心理的負担は本来の子どもらしさや共
感・共働を妨げています。 
ジエンダー・フリーやＬＧＢＴＱへの理解が
すすんでいる今、自由や平等、インククーシ
ブや多様性を大胆に推し進める観点や具体策
を提起されるよう期待します。 

 

  

制定プロセスにおいて、子どもの意見表明の
機会を十分に確保すること、子どもに関わる
大人や道民に向けて条例の趣旨を周知するこ
と、子どもや子どもに関わる大人の意見を踏

まえて条例づくりの議論を進めること、が不
十分だと考えます。理念だけを定めて形骸化
することがないよう、実効性のある条例にす
るためにも十分な議論が必要だと考えます。 

条例の検討に当たっては、道議会での議論や
審議会に加えて、道内の小・中・高校を訪問
し、子どもたちと意見交換するなどの取組を
進めてきたところです。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

保護者・支援者の意見を踏まえた条例にする こども施策審議会での議論やパブリックコメ
ントを実施し意見をいただいたところです。 

 Ｃ 

理念だけでは形骸化する。取り組みを進める
ための条例へ 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき
ます具体的な取組については、策定中の（仮
称）北海道こども計画に盛り込むこととして
います。 

 Ｃ 

子どもが読んでわかる文面で条例も作ってほ
しい 

条例をこどもたちに周知するため、適切な方
法について、審議会で審議いただくなど検討

することとし、条文は原文のままとします。 

 Ｃ 

子どもの人権保障、意見表明機会の確保、最
善の利益の優先を基本理念とする北海道こど
も基本条例（以下「道こども条例」）を制定
することは歓迎します。しかし、12 月までパ
ブリックコメントを実施し、来年の第 1回～
第２回の道議会に提案するスケジュールを想
定しているとすれば、道民的な議論をするに
は不十分と考えます。 

道では、令和４年にこども基本法が制定され
たことを踏まえ、条例制定を検討してきたと
ころであり、条例の制定後は趣旨等を丁寧に
説明してまいります。 

 Ｃ 

「こども基本条例」と並行して、北海道総合
教育大綱（以下「大綱」）の検討が行われ、
同時にパブリックコメントも募集されていま
す。まだ条例が制定されていないにしても、
北海道総合教育大綱に「こども基本条例」に
ついての言及がないことは不自然であると考
えます。「こども基本条例」の趣旨や制定の
意味、特に、子どもの人権保障、意見表明機
会の確保、最善の利益の優先と言った条例の
「基本理念」について「大綱」で言及すべき

と考えます。この点は、「大綱」へのパブリ
ックコメントでも言及しました。 

 

  

「道こども条例」制定に当たって、子ども・
若者の意見を聞く機会を設けたことは画期的
と考えますが、そこでどのような意見が寄せ
られたのか、それが「素案」にどう反映され
たのかを明らかにすべきと考えます。 
「道こども条例」が、「意見を表明する機会」
の保障、「意見の尊重」を掲げるのであれば、

そのことは条例制定の過程で不可欠と考えま
す。 

こどもの意見については、審議会への若者の
参画や子どもの意見反映推進事業等を通じて
聴き取ってきたところであり、こどもたちか
らは意見を言いやすい環境整備を望む声が多
くあったところです。 

 Ｃ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

「北海道こども基本条例（素案）」について、
道の素案を読んでみて具体的な文言の不十分

さがあると思いました。特に身近な札幌市の
条例を比較してみてほしいと思います。市の
ものは全文が平素なわかりやすい言葉で書か
れており、この条例からみて、誰もが、いろ
いろな場面で困ったときに一条の光となれる
要素が盛りこまれています。 
昨今、北海道で子どもや青年がいとも簡単に
死につながってしまう犯罪があまりにも多く
なっているような気がしています。 
その背景にいじめや虐待や家庭崩壊など様々
な問題を吹くもことがあります。であるから

こそ、北海道として本当にすべての子どもが
幸せになれるような条例を、具体的な文言や
それを誰もが安心して活用できるよう、絵空
事にならない指針としてねりあげてほしいと
切に希望するものです。子どもたち自身はも
とより、養育や保育・学校保育・学校、そし
て地域で支援している人たちにも広く知らせ
て活用できるようなものを作ってください。 

本条例は、子どもが将来にわたって幸福な生
活を送ることができる社会の実現に寄与する

ことを目的に制定するものであり、施行後は、
こどもを含めた広く道民の皆様に御理解・御
協力いただけるよう、分かりやすい周知に努
めます。 

 Ｂ 

この条例が、子どもたちにもわかるような言
葉で表現してほしいと思っています。 
財政的な支援も必要ですし、心のケアまでも
サポートできるようなものにしていただきた
い。 
本当に旭川でのいじめで死に追いこまれた事
件、同じく旭川の橋からの殺人、江別でも同
じようなことが起きています。本気で考え、
発信していかなければ、ますます増えていく
のではなでしょうか。良いものを作ってくだ
さい。 

本条例は、子どもが将来にわたって幸福な生
活を送ることができる社会の実現に寄与する
ことを目的に制定するものであり、施行後は、
こどもを含めた広く道民の皆様に御理解・御
協力いただけるよう、分かりやすい周知に努
めます。 

 Ｂ 

条例が示す、「全ての子どもが…」という内
容には賛成である。 
しかし、それを実現するための方策が、「…
努めるものとする。」等の理念的な表現にと
どまっている。基本施策も同様に、理念的な
ものだったり、環境整備等の目標に終始して
いる。これで、全てのこどもを救うことがで
きるとは思えない。 

ご意見を踏まえ、条例案に反映してまいりま
す。 

 Ａ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

報道では、児相が介入しているにもかかわら
ず、こどもの命が失われる事例も多く報告さ

れている。これら児童虐待や、ネグレクトの
根源にあるのが何であるのかを的確にとら
え、そこに、直接作用しうる具体的な施策を
展開すべきであると考える。 
教育現場から見ると、これらの原因の一つに
「貧困」があることは間違いない。少子化対
策とも合わせて、子育てに対する厚い経済的
支援が必要であると考える。 
また、ネグレクト、虐待、ヤングケアラー等
の状況にあるこどもたちに対する「セイフテ
ィーネット」の充実と、これらに対応する機

関に対する「執行権限」も必要と考える。 
条例が、単に関係各機関の業務増加につなが
る、「報告」を求めるだけのものに終わらな
いことを期待します。 

いただいたご意見につきましては、今後の施
策の検討にあたっての参考とさせていただき

ます。 

 Ｃ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 問い合わせ先 

 保健福祉部こども政策局 

 子ども政策企画課（政策企画係） 

 電話０１１-２３１-４１１１ 

    内線 ２５－７６１ 


